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• ご挨拶、全体説明
• デジタル認証アプリの利活用状況
• アプリ統合に関する概要説明
• 統合後のアプリへの移行スケジュール
• 統合後のサービスでできるようになること 、 変更点
• 諸連絡
• 質疑応答
• 閉会

※一部質問については質疑応答にて対応させていただきます。説明会中、随時チャット機能でご投稿ください。
※都合上、説明会内で取りあげられなかった質問について、回答・相談をご希望の場合は、

最後にご案内するフォームよりお問合せください。

本日のアウトライン
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デジタル認証アプリの利活用状況
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2024 年６月にデジタル認証アプリをリリース

マイナンバーカードのデジタル本人確認を身近で簡単に

デジタル認証アプリの利活用状況に関するダッシュボード

https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/dashboard/


© Digital Agency, Government of Japan

機１

© Digital Agency, Government of Japan

機１

デジタル認証アプリの主な導入サービス （民間）

5

国内30以上のチケット販売 サービス の電子チケット発券 を支える
クラ  ウド サービス です。 マイ ナンバーカード で本人確認し 、独自
生体認証技術BioQ Rでスムーズな入場 と 不正防止を両立した入場
体験を実現し ます。  

株式会社メルペイ

メルカリアカウント回復サービス

メールアドレスにアクセスできない場合、従来は事務局への問い
合わせや本人確認書類の提出が必要で時間を要していましたが、
本機能により、お客さま自身で迅速にアカウントを回復できるよ
うになります。

株式会社三菱UFJ銀行

スマート口座開設

三菱UFJ銀行の口座開設アプリです。来店・印鑑不要！本人確認
書類のご用意があれば、約 15分でいつでもどこでもカンタンに普
通預金口座開設のお申し込みができます。

サービス事業者一覧  | デジタル認証アプリ  | デジタル庁  ウェブサービス・アプリケーション

シェアフル株式会社

シェアフル

履歴書・面接不要で、 1日単位の単発・スキマバイトが見つかる
アプリです。スキマ時間を活用したい方と人材を求める企業を
マッチングします。利用者は最短即日で給与を受け取ることが可
能です。

playground 株式会社

MOALA （エンタメ DXクラウド）

https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
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北海道上士幌町

かみしほろスマート PASS

上士幌町オンライン申請

上士幌町内の施設や交通、物流などのサービスをより簡単に、よ
り便利にお使いいただくためのポータルサイトです。サイト内で
は、町に対しての行政手続きを 24時間365日いつでもオンライン
上で申請することができます。

横浜市

横浜市子育て応援アプリ

「パマトコ」

倶知安(くっちゃん )町民がスマート フォン上に デジタル町 民証明
を表示出来る共通  ID サービス。参画店舗での町 民優待を迅速か
つ簡便に実現します。 Open ID Connect での外部連携により一つ
のIDで様々なサー  ビスへ活用が広がります。

サービス事業者一覧  | デジタル認証アプリ  | デジタル庁  ウェブサービス・アプリケーション

東京都

「東京都公式アプリ」

東京アプリは、スマホ一つで都民が行政とつながる東京都の公式
アプリです。将来的には、本人確認機能等を活用し、行政手続や
個人宛てのお知らせなどの機能を実現していく予定です。

俱知安町・俱知安観光協会

Kutchan ID ＋

(くっちゃんアイディープラス )

「手続のために区役所に行くのが面倒」「子どもたちにぴったり
な近くのイベント情報がほしい」このような子育て世帯のお悩み
を解決するためのツールとして、基礎自治体ならではの情報・機
能を集約した子育て応援アプリです。

https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
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株式会社パストラーレ

「いつでも貸館」

全国約4,500 の公共施設で導入されている、公共施設予約システ
ムです。豊富な導入実績に裏打ちされたノウハウを標準機能とし
て実装しております。また、高いコストパフォーマンスを実現し
たシステムです。利用者と管理者の双方にとって利便性の高いシ
ステムです。

株式会社Bot Express

「スマホ市役所  GovTech Express 」

官公庁、主に地方自治体が運用する LINE 公式アカウント上で、役
所の申請や手続きの提供を実現するオンライン行政窓口プラット
フォームサービス。  

ユーザーの本人確認を行いたい事業者を支援するサービスです。
デジタル認証アプリの利用やプラットフォーム事業者への署名検
証依頼を仲介するほか、ユーザーの基本４情報の連携などを行
い、各種法令に準拠した本人確認を実現します。加えて、ユー
ザーのリスクチェックや確認記録の保管を行うサービスとのシー
ムレスな連携を実現しています。

サービス事業者一覧  | デジタル認証アプリ  | デジタル庁  ウェブサービス・アプリケーション

トヨクモ株式会社

「マイナンバーカードで本人確認」

マイナ ンバーカ ードによる本人確認を通過 した 人だけがアクセス
でき るシステ ムを簡単 に構築できます。 kin tone と連携して本人
確認で取得した情報を保存する こ ともできま す。

株式会社ネクスウェイ

「本人確認デジタル認証サービス」

https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/case-studies/
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マイナアプリへの統合に関する概要説明
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https://services.digital.go.jp/mynaportal-app/news/20251125-01/
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マイナアプリへの統合に向けた仕様等の提供時期
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各種APIドキュメント等を順次提供してまいります

マイナアプリへの統合に向けた仕様等の提供時期

No 項目 提供時期

1 統合に対応したテストカード代替機能の提供 提供済

2 統合に対応した APIドキュメントの提供 4月24日（金）
デジタル庁開発者サイトにて公開済

3 画面デザインガイドラインの提供 本資料にて概要を説明
近日中にデジタル庁開発者サイトで公開予定

4 統合に対応したテスト環境の提供 7月頃（予定）

5 テスト用マイナアプリの提供 7月頃（予定）

6 新機能利用に向けた申込手続き 7月頃（予定）

https://developers.digital.go.jp/documents/auth-and-sign/implement-guideline/
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統合後のサービスでできるようになること・変更点
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デジタル認証サービスの提供機能が拡充されます

新たにできるようになること

新たにできるようになること 利用するため
の追加対応

1 「スマートフォンのマイナンバーカード」を使って本人確認を行う事ができるようになります 不要

2 本人確認後、取得できる情報が増えます  (券面顔写真) 必要

3 複数の書類に対して、一回の署名手続きで、署名を行う事ができるようになります 必要

4 別の方のマイナンバーカード を使って、一時的に 本人確認を行う事ができるようになります 不要

提供機能は拡充されますが、現在導入いただいている認証 API・署名 APIについては互換性が維持されるため、既存の

実装を修正することなく、これまで通りサービスを提供いただけます。ただし、下記の機能を利用する場合には、一

部対応が必要になります。
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スマートフォンのマイナンバーカードの場合物理のマイナンバーカードの場合

新たにできるようになること

「スマートフォンのマイナンバーカード」を使って本人確認を行う事ができるようになります

iOSの方は「 iPhone のマイナンバーカード」、 Android の方は「 Android スマホ用電子証明書搭載サービス」を使って

本人確認を行うことができるようになります。本機能のご利用にあたり、追加の対応は不要です
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本人確認後、取得できる情報が増えます  

新たにできるようになること

券面顔写真の取得が可能になります

本機能を利用するためには、追加の対応が必要です

券面顔写真

マイナンバーカードに登録されている本人の顔写真

（白黒）を取得できる ようになります。

基本的にはOCRによって、照合番号 Bが自動的に取得

され ます。 読み取れない場合 、 照合番号Bを手入力 い

ただきます。

マイナンバーカードに搭載されている情報
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複数の書類に対して、一回の署名手続きで、署名を行う事ができるようになります

新たにできるようになること

これまで これから

1回の署名トランザクションで複数の署名対象データに対 して 署名を行うことができる APIを提供します

本機能を利用するためには、追加の対応が必要です
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別の方のマイナンバーカードを使って、一時的に本人確認を行う事ができるようになります

新たにできるようになること

利用登録済みの方のログアウトを行うことなく、一時的に別の方のマイナンバーカードを使って本人確認を行う事が

できるようになります。 例えば、親がこどものマイナンバーカードを使って本人確認手続きを行う場面や、祖父母か

らの依頼を受けた大学生の孫による操作補助といったユースケースで活用いただくことを想定しています。

本機能のご利用にあたり、追加の対応は不要です。

2121

親のアカウント こどものマイナンバーカード 親のアカウント
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新たにできるようになること

詳細な仕様変更の内容はデジタル庁開発者サイト を更新いたしましたので、そちらをご確認ください。

認証API・署名 APIの仕様変更点

https://developers.digital.go.jp/documents/auth-and-sign/implement-guideline/
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テストカード代替機能の仕様追加

新たにできるようになること

デジタル認証アプリ (マイナアプリ )およびテスト用の

マイナンバーカードを使用することなく 、 サービス

に組み込んだ認証機能をテストすることができる機

能です。

今回の仕様変更にも対応いたしました。

※本機能は認証APIをご利用のサービス事業者のみに

提供し ている機能です。
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マイナアプリに対応したテスト環境の提供

新たにできるようになること

テスト用のデジタル認証アプリはこれまで通りご利用いただくことが可能です

マイナアプリ用テスト環境・テストアプリの提供時期は７月頃を予定しています

提供内容 4 5 6 7 8 9 10 11 ...

テスト用デジタル認証アプリ

テストカード代替機能

マイナアプリ用テスト環境
テスト用マイナアプリ
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行政機関等・民間事業者向け画面デザインガイドラインの提供

新たにできるようになること

国民の皆さまが安心してマイナンバーカードでの

認証・署名を行えるよう、マイナアプリを活用す

る官民サービ スの画面において表示すべき内容を

案内し ています 。

認証・署名を開始する画面デザインの作成に、ぜ

ひご活用ください。

※デジタル認証アプリのデザインガイドラインから、統合

に伴い内容をアップデートしております。
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新たにできるようになること

ガイドラインに含まれるもの

• 認証・署名を開始する前の画面 で表示する要件

行政機関等・民間事業者向け画面デザインガイドラインの提供

• マイナンバーカードの利用の明示

• アプリストアへの導線の案内の表示

• アプリ統合に関する案内の表示  など

• アクションボタンの素材およびガイド
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利用にあたっての手続き等の変更内容

既存実装への影響と対応・変わること

• 本日ご案内した新機能をご利用になる場合は、追加の手続きが必要です。

• ７月頃に新しい申込書等を提供予定です。必要事項をご記入のうえ、デジタル庁へご連絡いただくよ

うお願いいたします。

• デジタル庁からの案内があるまでは、従来の申込手続きを引き続きご利用ください。
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諸連絡
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デジタル認証アプリのサービスサイトから問合せフォームにて投稿ください

今後の問合せ窓口のご案内

• すでに打合せ済みのご利用用途に関するもので、ユースケースや要件に変更のない案件の場合のご相談・問合せ先

→フォーム内「 【 民間事業者・行政機関 】 申請書・実装に関するお問合せ 」を選択し、サービス管理番号（問合せ・

打合せ後に発行・お伝えしているもの）を添えて状況や方針、問合せ・相談内容の投稿をお願いします。

• 新たに相談したい活用案件がある場合のご相談・問合せ先

→フォーム内「 【民間事業者・行政機関】デジタル認証アプリサービス API導入に関するお問合せ 」を選択し、新規で

当該情報のご登録をお願いいたします。導入を進めるためにお手続きを進められたい場合は候補日程をご記載くださ

い。打合せ日程を調整いたします。

• その他／上記以外

フォーム内「 【民間事業者・行政機関】デジタル認証アプリ

サービス API導入に関するお問合せ 」を選択し、質問・

相談事項をご記載ください。

https://support.aas.digital.go.jp/ hc/ja/requests/new
デジタル認証アプリサービスサイト下部の「お問合せ」リンクからも遷移できます

https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=38181403833753
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=38181403833753
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=38181403833753
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=38181403833753
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new
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※1 本番環境では、テストカードは利用できません。

※2 テストカードの調達に係る方法や期間は、地方公共団体情報システム機構（ J-LIS）にお問い合わせください。
※3 申請書類の審査等を経てテスト環境・本番環境の提供を行います。記載漏れや不備があると時間がかかる可能性が高まります。余裕をもった申請をお願いいたします。

デジタル認証アプリの利用には準備契約と本契約が必要です。手続や審査の
期間等を踏まえ、余裕を持ったスケジュールでお申し込みください

【参考】申込みからサービスインまでの流れ

手
続

内
容

期
間

（
目

安
）

※

3

✓ 事業者向け利用規約、秘密保持遵守事項の確認
✓ 事前準備契約申込書、サービス基本情報の作成・提出
✓ テスト環境・本番環境提供設定書の作成・提出

3ヶ月程度
1ヶ月程度

✓ テストカードの調達 ※2

デジタル庁に対する手続

J-LISに対する手続

概
要

サービス概要、 APIドキュ
メントをご確認の上、
サービスサイトからお申
し込みください。

テスト環境提供 のため、申
込書類を記入し、デジタル
庁に提出します。
デジタル庁は申込書類を審
査し、承諾することで事前
準備契約を締結します。

テスト環境を提供しま
す。この環境で APIを開発
し、マイナンバーカード
のテスト用カードを使っ
てテストを行ってくださ
い。

テスト完了のご連絡をい
ただいたのち、 本番環境
提供のため、利用規約に
おける本契約を締結しま
す。

本物のマイナンバーカー
ド ※1を使って、本番環境
でAPIの疎通確認を行って
ください。

本番テスト本契約の締結開発・テスト事前準備契約の締結利用申込

✓ 主務大臣認定の取得 又は PF事業者との契約締結

民間事業者が署名APIを利用するための手続

✓ テスト完了の連絡
✓ 本契約申込書の提出
✓ サービス紹介資料の提出
✓ （必要に応じて）テスト環境・本

番環境提供設定書の更新・提出
✓ （必要に応じて）プレスリリース

案の提出

✓ リリース日の連絡
✓ プレスリリース発表

の連絡
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本日の投影資料の共有

説明資料の共有

後日投影資料について共有予定

o 本説明会のご案内をお送りした際と同じ宛先に資料をお送りします。
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質疑応答
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デジタル認証アプリのサービスサイトから問合せフォームにて投稿ください

質疑応答／今後の問合せ窓口のご案内

• すでに打合せ済みのご利用用途に関するもので、ユースケースや要件に変更のない案件の場合のご相談・問合せ先

→フォーム内「 【 民間事業者・行政機関 】 申請書・実装に関するお問合せ 」を選択し、サービス管理番号（問合せ・

打合せ後に発行・お伝えしているもの）を添えて状況や方針、問合せ・相談内容の投稿をお願いします。

• 新たに相談したい活用案件がある場合のご相談・問合せ先

→フォーム内「 【民間事業者・行政機関】デジタル認証アプリサービス API導入に関するお問合せ 」を選択し、新規で

当該情報のご登録をお願いいたします。導入を進めるためにお手続きを進められたい場合は候補日程をご記載くださ

い。打合せ日程を調整いたします。

• その他／上記以外

フォーム内「 【民間事業者・行政機関】デジタル認証アプリ

サービス API導入に関するお問合せ 」を選択し、質問・

相談事項をご記載ください。

https://support.aas.digital.go.jp/ hc/ja/requests/new
デジタル認証アプリサービスサイト下部の「お問合せ」リンクからも遷移できます

https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=38181403833753
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=38181403833753
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=38181403833753
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=38181403833753
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33975504314777
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new
https://support.aas.digital.go.jp/hc/ja/requests/new
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